
（平成２６年２月１３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会千葉地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件



                      

関東千葉国民年金 事案 4579 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月 

  父は、私の国民年金の加入手続を行い、毎月父母と私の国民年金保険料を

一緒に納付していたのに、申立期間の保険料が未納となっていることは納得

できない。 

 なお、母は、当初申立期間の保険料は未納となっていたが、年金記録確認

第三者委員会に申し立てた結果、納付済期間に訂正されているので、調査の

上、私の納付記録も訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金加入

期間の国民年金保険料を、全て納付している。 

 また、申立人は、申立人の父が毎月父母の分と申立人の分の保険料を一緒に

納付していたと主張しているところ、申立人及び申立人の父母の保険料収納

年月日は、オンライン記録から、平成５年１月から６年２月までの期間は同

一日であることが確認でき、申立人の主張に不自然さは無い上、申立人の母

は、国民年金加入期間のうち、申立期間を除いた全ての期間の保険料を納付

していることから、納付意識が高かったと認められるとして、申立期間につ

いて、年金記録確認千葉地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、既に納

付済期間に記録が訂正されている。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたと認められる。 

  

  

  



関東千葉厚生年金 事案 5381 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日

に係る記録を昭和 49年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年９月 30日から同年 10月１日まで 

 私は、昭和 48 年９月１日にＡ社に入社し、現在もグループ企業に継続勤

務しているが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。退職したこと

は無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人の社員歴（人事記録）及び

複数の元同僚の供述から判断すると、申立人はＡ社及び関連会社のＣ社に継続

して勤務し（昭和 49年 10 月１日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 49 年

８月の社会保険事務所（当時）の記録から８万円とすることが妥当である。 

 一方、社会保険事務所の記録により、Ａ社は、昭和 49年９月 30日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっていることから、申立期間においては適用事

業所としての記録は無い。 

 しかし、申立人と同様の厚生年金保険被保険者記録を有する者が、当該事業

所の事業所別被保険者名簿により、10 人以上確認できることから、当該事業

所は、申立期間当時、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと判断される。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

  

  



は、事業主は申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事

務所に対して適用事業所に該当しなくなった旨の届出を行ったことが認めら

れることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

  



関東千葉厚生年金 事案 5382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 37 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000 円

とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 11月 30日から 37年１月１日まで 

  私は、昭和 36 年７月にＡ社に入社し、60 年 10 月に退職するまで継続し

て勤務していたが、同社Ｃ工場に転勤した際、申立期間が厚生年金保険の未

加入となっているので、調査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂正して

ほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された申立人に係る人事記録及び元同僚

の供述から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（同社Ｂ工場から同

社Ｃ工場へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、上記人事記録では、昭和 36年９月 16日付け研究

所勤務、37 年 12 月１日付け研究所主任研究員及び 38 年４月１日付けＣ工場

課長代理と記載され判然としないが、申立人と同一の厚生年金保険の被保険

者記録を持ち、人事記録に 37 年３月 26 日付けＣ工場係長代理と記載されて

いる元同僚は、「申立人とともに 36年 11月頃にＢ工場からＣ工場に異動した

ものの、当時、Ｃ工場には事務処理能力はなく給与はＢ工場若しくはＤ本社

から支給されていた。」と供述していること、及びＡ社Ｃ工場の厚生年金保険

の新規適用が 37年１月１日であることを考慮すると、申立人の同社Ｂ工場に

おける資格喪失日を同日とすることが妥当である。 

  



   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 36 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行った否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

 



関東千葉厚生年金 事案 5383 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における資格取得

日に係る記録を昭和 53 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13

万 4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月１日から同年２月１日まで 

  私は、昭和 49 年４月１日付けでＣ社(現在は、Ｄ社）に入社し、53 年１

月１日付けで子会社のＡ社に出向したが、その際の厚生年金保険の手続の不

備のため、同年１月１日から同年２月１日までの１か月の空白が生じた。当

時の給与明細は残っていないが、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ社から提出された申立人に係る人事異動辞令及び同社の回答から判断す

ると、申立人は、Ｃ社及びＡ社に継続して勤務し（昭和 53 年１月１日にＣ社

から関連子会社であるＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 53

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥

当である。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立人に係るＡ社における資格取得日を誤って昭和 53 年２

月１日として届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

関東千葉国民年金 事案 4580 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年１月から 47年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 47年 12月まで 

  私は、Ａ県Ｂ市に住んでいた昭和 38年 10月頃、義母から国民年金に加入

するように言われ、その翌日にＢ市役所に自ら手続に出向き、その後は、国

民年金保険料をＣ駅近くの銀行で納付していたが、国民年金の資格取得日は

48 年１月５日になっており、申立期間が未加入期間とされていることに納

得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳及びオンライン記録から、申立人は昭和 48 年１

月５日に国民年金に任意加入していることが確認できる上、当該年金手帳の記

号番号は、申立人が 44年４月から 51年３月まで居住していたとするＤ県Ｅ市

を管轄するＦ社会保険事務所（当時）から 48 年１月に払い出されたものであ

ることから、申立期間は国民年金に未加入であり、制度上、国民年金保険料を

納付することができない期間である。 

 また、申立人は、昭和 38年 10月頃に国民年金の加入手続を行い、同年１月

に遡及して資格取得をしたと申し立てているが、申立期間を通じて申立人の夫

は厚生年金保険被保険者であることから、申立人は任意加入対象者であり、同

年 10 月に加入手続が行われたとしても、同年１月から同年９月まで遡及して

加入することができない。 

 さらに、申立人は、昭和 38年 10月頃にＡ県Ｂ市において自ら国民年金の加

入手続を行い、その後は、銀行で国民年金保険料を納付していたと主張してい

るところ、申立期間当時は、国民年金印紙を国民年金手帳に貼付し、検認印を

受ける「印紙検認方式」による納付方式であったことから、銀行で保険料を納

付することができない期間である上、上記のＤ県Ｅ市は、「国民年金保険料の

  



                      

納付書による納付を開始したのは昭和 49年度からである。」と回答している。 

  加えて、社会保険オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索

システムによる氏名検索の結果、申立期間において申立人に別の記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

  



                      

関東千葉国民年金 事案 4581（事案 252及び 2783の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年６月から 39年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年６月から 39年 12月まで 

  私は、両親から、私の国民年金保険料を両親の保険料と一緒に 20 歳から

納付していたことを聞かされており、平成８年頃、年金手帳の再交付のため

に市役所に行った際、手帳に被保険者となった日が、元年 10 月８日と記載

されていたので、もっと以前から納付していた旨を告げると、その日付が昭

和 37年６月 28日に訂正されたことからも、申立期間の保険料は納付してい

たはずである。過去２回の申立てにおいて申立期間の納付が認められず、納

得できないので、新しい情報や資料は無いが、再度申し立てる。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立については、ⅰ）申立人は、申立期間の国民年金保険料

を現年度納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 40 年 11 月以降に払い出されたことが推認でき、それより前に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないこと、

ⅱ）申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申

立人が、申立人の加入手続及び保険料の納付を行っていたと主張するその両

親からの事情聴取が不可能であり、申立期間当時の状況が不明確であること

などを理由として、既に年金記録確認千葉地方第三者委員会（当時）の決定

に基づき平成 20 年６月 18 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

 また、その後、申立人は、前回の審議に納得できないとして、再申立てを行

っているが、ⅰ）年金事務所において、昭和 37年６月から 40年 11月までに

払い出された手帳記号番号について国民年金手帳記号番号払出簿による縦覧

調査を行った結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことは確

 

  

 



                      

認できず、申立期間の保険料を別の手帳記号番号で納付していた事情はうか

がえないこと、ⅱ）申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる新

たな資料の提出は無く、当初の申立てと同趣旨の主張であること、ⅲ）その

ほかに年金記録確認千葉地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできないとして、既に年金記録確認千葉地方第三

者委員会の決定に基づき、平成 22 年９月 15 日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

  今回、申立人は、前回及び前々回の審議結果に納得できないとして再申立て

を行っているが、申立人からは、申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる新たな資料や情報の提出は無く、そのほかに年金記録確認千葉地

方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

  



関東千葉厚生年金 事案 5384（事案 4204の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年３月頃から 32年２月１日まで 

  新たな資料は無いが、Ａ社に勤務していた当時、給料から多くの額が控除

されていた上、Ｂ市に住んでいたときに健康保険被保険者証を使って眼科へ

通院したことがあるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、元同僚の証言、申立人から提出されたＡ

社の辞令書（昭和 28 年１月 12 日付け）及び表彰状により、申立人が申立期

間において販売員として同社に勤務していたことは確認できるが、ⅰ）申立

人が同社本社及び同社Ｃ連絡所で申立人と同じく販売員をしていたとして氏

名を挙げた複数の元同僚は、同社本社及び同社Ｄ支社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に氏名は無いこと、ⅱ）申立人から提出された同社の社内報

（昭和 31年６月 10日付け、同年８月 10日付け及び同年 11月 10日付け）に

おいて、申立人と同じ販売員として氏名が確認できる 25 人のうち 22 人は当

該事業所の本社及び各支社の被保険者名簿において被保険者として確認でき

るが、そのうち６人の被保険者資格取得日は、社内報の発行日よりも後にな

っていることが確認できること、ⅲ）当該事業所は既に厚生年金保険の適用

事業ではなくなっており、申立期間当時の事業主も死亡し賃金台帳等の関係

資料の所在が不明であり、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できないことなどを理由として、既に年金記録確認千葉地方第

三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 23年 11月 22日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 今回、申立人は、Ｂ市に住んでいたときに健康保険被保険者証を使って眼科  



へ通院したことがあるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しいと主張しているが、昭和 41年４月 15日現在のＥ県電話番号簿により、申

立人が通院していたとするＦ眼科医院はＢ市Ｇ（地名）（Ｈ診療所）及び同市

Ｉ（地名）（Ｊ診療所）の２箇所の診療所を有していたことが確認できるもの

の、いずれも現存しておらず、申立人が受診時に使用したと主張する健康保険

被保険者証の種類を確認することはできない。 

   また、申立人は「Ａ社では、歩合給で画報を定価で販売し、出張日計表に記

載した入金額を会社に入金した。」と供述しているところ、前回の申立て時に

申立人から提出された昭和30年11月の出張日計表と５種類の画報の定価を分

析した結果、申立人が同社に入金していた額は定価の約 43％から 57％であり、

その残りの額を収入として得ていたことは推認できるが、当該出張日計表から

は厚生年金保険料の控除について確認することができず、このほかに同社から

申立人に給与が支払われ、給与から厚生年金保険料が控除されていたか否かを

確認することができない。 

   さらに、Ａ社で申立人と同様に拡張の業務に従事していた元同僚は、「毎日

の歩合制で、その日に販売した分をその日のうちに精算し、払い戻しを受けて

いた。上司から、保険等は個人で入ってほしいと言われていた。」と供述して

いる。 

   このほか、申立人から新たな資料等の提出は無く、年金記録確認千葉地方第

三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



関東千葉厚生年金 事案 5385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月 25日 

            ② 平成 15年 12月 25日 

            ③ 平成 16年７月 23日 

            ④ 平成 16年 12月 24日 

            ⑤ 平成 17年７月 25日 

            ⑥ 平成 17年 12月 22日 

            ⑦ 平成 18年７月 25日 

            ⑧ 平成 18年 12月 25日 

            ⑨ 平成 19年７月 25日 

   私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与

額の記録が無い。賞与は支給されていたと思うので、調査の上、標準賞与額

の記録を訂正してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人が賞与が振り込まれたと主張する２通の預金通帳

の写しを確認したところ、それぞれの振込日は同日であり、いずれも給与（給

料）と表示されている上、Ａ社の破産管財人から提出された給与台帳に記載さ

れた社会保険料及び源泉所得税等控除後の給与支給額は、当該２通の預金通帳

における申立期間のそれぞれの振込日に振込まれた金額の合計額と一致する

ことが確認できる。 

 また、破産管財人から提出された平成 15年及び 16年の賞与台帳では、当該

期間に賞与が支給されていないことが確認できる。 

 さらに、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金における申立人の加入員台帳に

は、申立期間に係る賞与標準給与額の記録は見当たらない。 

  

  



 

 

 

  このほか、申立期間において、申立人が支給されたと主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



関東千葉厚生年金 事案 5386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年９月頃から 54 年 10 月１日まで 

  私は、昭和 51 年９月頃からＡ社Ｂ営業所に勤務していた。同営業所は、

その後、Ｃ社として独立したが、私が勤務していた期間のうち、申立期間

における厚生年金保険の被保険者記録が無い。当時、健康保険証を使用し

ており、厚生年金保険に加入していたと思うので、調査をお願いしたい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社Ｂ営業所に勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

 しかし、Ａ社（本社）の当時の事業主は、「Ａ社は、既に倒産しており、

当時の資料は残っていないので、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除については分からない。」と回答している。 

 また、Ａ社において厚生年金保険被保険者期間を５年以上有し、申立期間

に在籍していた社員で連絡先が判明した６人に照会したところ、３人から回

答があったが、３人とも「申立人を知らない。」と回答している上、同社Ｂ

営業所に勤務していたことが判明した４人全員が、申立期間より前に厚生年

金保険の被保険者資格を喪失しているため、申立人の同社同営業所における

勤務実態を確認することができない。 

 さらに、申立人の夫が勤務していたＣ事業所が保管していた健康保険被扶

養者（異動）届によると、申立人は、昭和 50 年３月 15 日から 54 年９月 19

日までの期間において夫の被扶養者となっていたことが確認できる。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  



関東千葉厚生年金 事案 5387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年５月 1 日から 26 年３月１日まで 

  私は、Ａ市に所在したＢ社Ｃ支社に勤務し、給料はＣ支社長からもらっ

ていたのに、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないので

調査してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社Ｃ支社は、オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所とし

て見当たらない上、Ｄ（地名）に所在したＢ社本社の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

 また、Ｂ社本社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事

業主は死亡していることから、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社Ｃ支社で一緒に勤務した者の氏名を覚えていない

上、申立人を同社同支社に紹介した者の氏名も覚えておらず、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  




